
  

愛媛県小学生バレーボール連盟規約 
昭和５６年４月１日制定 

 

第１章 名称および事務局 

第１条 本連盟は、愛媛県小学生バレーボール連盟と称する。 

第２条 本連盟の事務局は、会長の指定する場所に置く。 

 

第２章 目的 

第３条 本連盟は、愛媛県に所在し、本連盟に登録している小学生バレーボール団体を総括し、

団体相互の提携・協力・親睦・技術の向上を図り、小学生バレーボールの普及・発展に

努め、小学生の心身の健全な発展に寄与し、その育成に努めることを目的とする。 

 

第３章 事業 

第４条 本連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 

      １ 競技大会及び教室の開催 

      ２ 指導者・審判員の講習会、研修会の開催 

      ３ その他連盟の目的達成に必要な事業 

 

第４章 組織 

第５条  １ 本連盟の趣旨に賛同する愛媛県の小学生バレーボール団体及び個人をもって組織

し、東予・中予・南予に支部を置いて運営にあたる。                                                   

２ 本連盟は、愛媛県バレーボール協会の一加盟団体として連絡を密にし協力する。 

 

第５章 役員 

第６条 本連盟に次の役員を置く。 

      １会長 １名  ２副会長 若干名 ３理事長 １名 ４副理事長 若干名 

      ５理事 若干名  ６事務局長 １名   ７会計 １名 

      ８評議員（登録団体の代表者 １名） ９監事 ２名 

第７条 本連盟に顧問及び参与を置くことができる。 

第８条 本連盟の役員の選出は下記による。 

     １ 会長、副会長、理事長、副理事長は理事会にて推薦し、評議員総会にて決定する。                   

２ 理事、監事は評議員総会の推挙とし会長が委嘱する。 

３ 顧問及び参与は常任理事会の推挙により会長が委嘱する。 

４ 事務局長・会計は、会長が委嘱する。 

第９条 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。 

１ 会長は本連盟を統轄し、代表する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 

３ 理事長は本連盟の会務を掌握し、常任理事会・理事会の決するところに従い会務を

執行する。 

４ 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。 

５ 理事は本連盟の業務を分担し、重要事項を審議する。 

６ 事務局長は理事長を補佐し、会務を処理する。 

７ 会計は本連盟の会計を担当し、処理する。 

８ 評議員は自己の所属団体を総括し、その運営に当たる。 

９ 監事は毎年１回以上、会計を監査し、評議員会に報告する。 

10 顧問及び参与は重要事項に関し、会長の諮問に応じ、本連盟の事業に対し助言する。 

第 10条 本連盟の役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。役員に欠員が生じた

場合は、第８条に基づいて随時これを補充する。この場合の任期は、前任者の残存期

間とする。役員は任期満了後においても、後任者就任あるまではその職務を代行する。 

 

   第 11条 本連盟の役員の定年を下記のとおりとする。 

       満７５歳に達した役員は定年とする。任期途中に７５歳に達した場合は、任期終了

までとする。 



  

第６章 会議 

第 12条 本連盟に下記の会を置く。 

    １ 評議員総会  ２ 理事会   ３ 常任理事会 

    ４ 専門委員会  ５ その他会長が必要と認めた会 

第 13条 評議員総会は、第６条で定めた役員をもって構成し、会長が年１回以上必要に応じ

て招集し、次の事項を審議及び決議する。 

１ 事業計画に関する事項 

２ 予算並びに決算に関する事項 

３ 協会等諸団体より付議された事項 

４ 規約の変更に関する事項 

５ その他重要事項 

第 14条 評議員総会は、定数の３分の２以上の出席（委任した者を含む）で成立し、議事は

出席者の過半数をもって決し、同数の場合は議長が決する。議長は、副会長が務める。

（総会の委任状は、議長に委任する事とする。） 

第 15条 理事会は常任理事会の構成員及び理事をもって構成し、理事長が招集する。理事会

は本連盟の業務に関する事項並びにその他重要事項について審議し、急を要する事項

については決議できるものとする。議長は、副会長が務める。 

第 16条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、専門委員長、事務局長、会計を

もって構成し、理事長が招集する。常任理事会は本連盟の基本事項を企画立案する。

議長は副会長が務める。 

 

第７章 委員会 

第 17条 専門委員会は下記の通りとする。 

   １ 総務委員会  ２ 競技委員会 

   ３ 審判委員会  ４ 指導普及・ソフトバレー委員会 

※ 各専門委員会は、理事をもって構成し委員長・副委員長及び構成メンバーは理事会

にて選出し、会長が委嘱する。ただし、審判委員会には、理事以外から有資格者を審

判委員として選出し、会長が委嘱する。 

第 18条 各委員会は、本連盟の事業を遂行するために必要な事項を分担し、常任理事会の承

認を得て執行する。 

   ※ 各専門委員長は、各専門委員会を掌握する。 

各副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代行する。 

    第 19条 本連盟に、次の特別委員会を置く。 

１ 倫理委員会 

倫理委員会の規程は別に定める。 

 

第８章 会計 

第 20条 本連盟の経費は、登録料・競技会参加料・協賛金その他の収入をもってこれにあて

る。 

第 21条 本連盟に加盟する団体は、毎年４月末までに登録料８，０００円を納入する。 

第 22条 本連盟の会計年度は４月１日より始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第９章 附則 

第 23条  

本規約は、昭和 56年４月１日から施行する。 

本規約は、昭和 61 年４月１日・平成元年４月１日・平成５年４月１日・平成７年

４月１日・平成９年４月１日・平成 11 年４月１日・平成 13 年４月１日・平成 19

年４月１日・平成 23年 4月 1日・平成 26年 4月 1日・平成 27年 4月 1日・平成

28年 4月 1日より一部訂正し施行する。 

 

 

 

 


